
一店逸品運動講演会
　平塚商工会議所では商店経営者自身が「何を売りたいのか、自店の
魅力は何か、お客様は何を求めているのか」商売の原点に立ち返り、
自信を持ってお客様にお勧めできる商品を研究して自店の逸品をつく
りあげている平塚逸品研究会を展開しております。
　逸品運動は、研究を通じて品揃えを見直し、新規顧客の開拓、リピ
ーターの確保等個店の活性化を図ることを目的としています。この一
店逸品運動の講演会を開催します。
　これからの商店経営、商店会運営の一つの方向性を考える貴重な講
演会であります。是非ご参加ください。

日時　平成30年4月9日㈪
　　　14時30分～16時30分・19時30分～21時30分
　　　どちらの時間帯も同じ内容です。
会場　平塚商工会議所 2階 第1・2会議室
講師　中小企業診断士　太田巳津彦先生
■問合せ　経営支援課　電話22－2511
■申込み　同封のチラシにてお申込みください。

一品で店は変わる！「わざわざ来るお店」を目指して一品で店は変わる！「わざわざ来るお店」を目指して

各逸品、店舗を紹介するカタログ
も無料配布していますので、ご希
望の方はお問い合わせ下さい。
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２
月
７
日
㈬
横
浜
情
報
文
化

セ
ン
タ
ー
に
於
い
て
、「
第
65

回
神
奈
川
県
優
良
産
業
人
表

彰
」
式
典
が
開
催
さ
れ
た
。

　

こ
の
表
彰
は
、
神
奈
川
県
の

商
工
業
の
振
興
を
図
る
た
め
、

県
内
に
お
い
て
企
業
を
経
営
す

る
事
業
主
ま
た
は
企
業
に
勤
務

す
る
従
業
員
の
う
ち
、
地
域
商

工
業
の
振
興
に
寄
与
し
、
特
に

優
れ
た
方
が
表
彰
規
程
に
基
づ

き
表
彰
さ
れ
る
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当
商
工
会
議
所
で
は
、
11
月

６
日
に
開
催
さ
れ
た
「
平
成
29

年
度
優
良
従
業
員
・
永
年
勤

続
従
業
員
表
彰
」
被
表
彰
者
56

名
か
ら
表
彰
基
準
に
よ
り
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考
を
行
い
、
７
名
の
方
を
推
薦

平
塚
商
工
会
議
所
か
ら
は
７
名
の
方
が
受
章
！

し
承
認
さ
れ
た
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当
日
は
、
黒
岩
神
奈
川
県
知

事
よ
り
、「
本
表
彰
は
、
歴
史

と
伝
統
あ
る
賞
で
、
地
域
経
済

発
展
の
原
動
力
と
し
て
の
ご
尽

力
に
感
謝
申
し
上
げ
る
と
と
も

に
、
今
日
、
第
四
次
産
業
革
命

と
言
わ
れ
て
い
る
よ
う
に
変
革

期
の
嵐
の
中
で
、
新
し
い
時
代

の
流
れ
を
捉
え
、
次
な
る
ス
テ

ー
ジ
を
築
き
上
げ
て
い
た
だ
き

た
い
。」
と
激
励
の
言
葉
が
述

べ
ら
れ
た
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議
所
連
合
会
上
野
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頭
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永
年
の
神
奈
川
県
産
業
へ
の
ご

尽
力
と
ご
苦
労
に
対
し
て
お
礼

を
含
め
た
挨
拶
が
さ
れ
、
県
下
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商
工
会
議
所
か
ら
推
薦
さ
れ

た
、
１
４
６
名
に
上
野
会
頭
よ

り
表
彰
状
と
記
念
品
が
贈
呈
さ

れ
た
。
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25％控除15％
控除

教育訓練費10％以上増
加、または経営力向上計
画の認定・計画実行の証
明が必要

平均給与が1.5％
以上増加した場合

平均給与が2.5％
以上増加した場合

給与総額

n－1年度 n年度 n年度

給与総額 給与総額

「生産性向上の実現のための臨時措置法（仮称）」で想定されるスキーム

【外国人旅行者向け消費税免税制度が拡充】

電子申告等を行う個人事業者は控除額が10万円上乗せ

〈あわせて、ものづくり補助金等による重点支援〉

市町村（導入促進基本計画の策定）

申請事業者（中小企業）

先端設備等導入計画

税制支援

認
定申

請

【現行】「一般物品」「消耗品」それぞれの区分の中で、5,000円以
上購入が必要

【改正】「一般物品」「消耗品」合算で5,000円以上の購入でも免税
販売が可能

一般物品

一般物品・消耗品

消耗品一般物品

家電 工芸・民芸品 食品 化粧品 薬品

家電 工芸・民芸品 食品 化粧品 薬品

家電 工芸・民芸品 食品 化粧品 薬品

家電 工芸・民芸品 食品 化粧品 薬品

一般物品・消耗品

消耗品

合計基礎控除

48万円

48万円

青申控除

65万円電子申告の場合

電子申告しない
場合 55万円

113万円
（10万円増）
103万円

（現行と同額）

中小企業の賃上げ・生産性向上のための税制措置

地方創生・地域活性化に資する税制措置

その他

対象設備
生産性向上に資する指標が旧モデル比で年平均１％以上
向上する下記の設備
【減価償却資産の種類（最低取得価格/販売開始時期）】
◆ 機械装置（160万円以上/10年以内）
◆ 測定工具及び検査工具（30万円以上/5年以内）
◆ 器具備品（30万円以上/6年以内）
◆ 建物附属設備（60万円以上/14年以内）

１．所得拡大促進税制の拡充・延長
●賃上げ基準年度が平成24年度から前年度比に変更
●より高い賃上げを実施した場合、控除率がアップ
❶平均給与1.5%以上増加：給与総額増加分の15%を税額控除
❷平均給与2.5%以上増加：給与総額増加分の25%を税額控除（※）
※教育訓練費が対前年度比10%以上増加、または経営力向上計画の認定・計画実行の証
　明が必要

２．償却資産に係る固定資産税の減免の創設（３年間）
●市町村の認定（※）を受けた中小企業の新規設備投資につい
て、取得後３年間の固定資産税をゼロ～1/2に軽減
※「生産性向上の実現のための臨時措置法（仮称）」の規定により市町村が策定する計画
　に基づく認定

１．森林環境税（仮称）の創設（2024年度～）
●森林吸収源対策のための地方財源として、個人住民税に年額1,000円上乗せ

２．所得税改革（2020年～）
●働き方の多様化（フリーランスの増加等）などを踏まえ、以下の見直しを行う
❶給与所得控除・公的年金等控除から基礎控除へシフト（10万円）
❷青色申告特別控除額の引下げ（65万円→55万円）
※※電子申告等を行う場合、控除額は10万円上乗せ

❸年収850万円超の場合、給与所得控除を引下げ（子育て世帯等に配慮）
❹公的年金等控除の引下げ（年金以外の収入1,000万円超で控除額10万円引下げ等）
❺所得2,400万円超の場合、基礎控除の逓減・消失

３．中小企業のM＆Aを促進する税制措置の創設（２年間）
●後継者難等から近年増加しているＭ＆Ａを支援するため、
事業買収の際に発生する税負担（登録免許税・不動産取得
税）の軽減措置を創設

１．商業地等に係る固定資産税の負担調整措置・条例減額制度の延長（３年間）
●地価の急激な変動に伴う固定資産税への影響を緩和する措置（負担調整措置）、および地方自治体の条例によって固定資産税
負担の上昇を抑制する制度（条例減額制度）が延長

２．外国人旅行者向け消費税免税制度の拡充・電子化
●「一般物品」と「消耗品」の合算で下限額の要件（5,000円以上）等を
満たす場合には、外国人旅行者向けの消費税の免税販売を認める

　（2018年７月１日～）
●免税手続きの効率化を図るため、「購入記録票の旅券への貼付、割
印」に代え、「免税販売情報の電磁的記録」による提出が免税販売の
要件に（2020年４月１日～（経過措置あり））

３．国際観光旅客税（仮称）の創設（2019年1月7日出国分～）
●今後増加する観光需要に対する観光施策を実行するため、航空機ま
たは船舶により出国する旅客から、出国１回につき1,000円徴収

４．少額減価償却資産（30万円未満）の全額損金算入特例
の延長（２年間）

５．交際費800万円までの全額損金算入等の特例の
延長（２年間）
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承継時の株価
（相続税評価額）

１億円

贈与税額
約4,800万円

売却価格
8,000万円
納付税額

1,100万円免除

納付税額
約3,700万円
＋利子税

利子税率（単利）：0.8％（H29／12現在）

承継計画（仮称）の確認・提出【2023年3月まで】
●認定支援機関の確認、都道府県知事へ提出
●後継者名、承継時までの経営見通し等を記載

経営環境変化に応じた減免制度
株式の売却価格等で、税額を再計算し、
承継時との差額を免除

事業継続期間における雇用実績報告
●雇用５年平均８割を下回った場合のみ提出が必要
●認定支援機関の指導・助言が必要

雇用維持要件は実質撤廃
（都道府県・税務署への届出（毎年１回）の際、
雇用状況の報告・届出は必要）

相続時精算課税制度の併用時
における適用対象者の拡充

後継者が、先代の直系卑属（子・
孫）でない場合にも適用可能

対象株式数上限（2/3）の撤廃 贈与税の免除
相続税の猶予に切替
（切替後も猶予割合
は100%のまま）

※その他の要件等は、現行の事業承継税制と同様

先代

先代の配偶者等※

後継者

株式売却、
廃業の場合

相続税免除

後継者死亡

先代死亡
（相続開始）生前贈与【2027年12月まで】

株
式
一
括
贈
与

株
式
一
括
贈
与

事業継続期間（５年間）

※先代から後継者への贈
与等から５年以内の贈
与等が対象

■今回の改正措置は、世代交代に向けた集中取組み期間として10年間の時限措置【2018年１月～ 2027年12月まで】
となります
■税制の適用を受けるには、今後５年以内に承継計画（仮称）を都道府県に提出、10年以内に承継を行う必要があります

【現　行】
実際の猶予割合は53%（対象株式数上限2/3×
猶予割合80%）。残りの47%は納税が必要

【改　正】
対象株式数2/3上限の撤廃、相続時の猶予割合80%→100%引き上げに
より、自社株承継時の納税負担がゼロに

【現　行】
５年平均で80%維持（雇用維持できない場合
は、利子税付きで全額納付）

【改　正】
雇用維持要件は実質撤廃（雇用５年平均80%を下回る場合でも猶予税額
は納付不要）

【現　行】
先代１人から後継者１人への株式承継に限定

【改　正】
配偶者や従業員からの贈与・相続や、後継者が複数（３人まで）での承継
も対象化
※後継者要件：代表者、株式10%以上保有等

承継後５年間で雇用者数が平均80％を下回る場合
●都道府県へ、承継後５年間で雇用者数が平均80%を下回った理由報告が必要
●経営悪化が理由の場合は、認定支援機関による指導・助言が必要

Point

【現　行】
納税免除は後継者死亡、破産の場合等限定的

【改　正】
株式売却、廃業時点の株価で税額を再計
算し、承継時との差額を免除

承継後５年間で雇用者数が平均80％を下回る場合
●都道府県へ、承継後５年間で雇用者数が平均80%を下回った理由報告が必要
●経営悪化が理由の場合は、認定支援機関による指導・助言が必要

Point

将来の納税不安を大幅に軽減する事業承継税制の抜本拡充が実現！将来の納税不安を大幅に軽減する事業承継税制の抜本拡充が実現！

❶ 事業承継時の納税負担がゼロに！ －対象株式数等の上限撤廃－

❷ 納税猶予打切りリスクを最小化！ －雇用維持要件の実質撤廃－

❹ 多様な事業承継を促進！ －複数承継の対象化－

❸ 将来の納税不安を大幅軽減！ －経営環境変化に応じた減免制度の創設－

事業承継税制を活用した自社株式の承継のモデルケース

■本チラシ内の｢中小企業｣とは資本金１億円以下の法人です。

平成30年度 税制改正のポイント
商工会議所の要望が結実！ 事業承継税制の抜本拡充をはじめ
賃上げ、設備投資等を後押しする税制が実現！

平塚商工会議所
日本商工会議所
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これから簿記を学び始める方対象の気軽に学べる簿記の入門講座です。
簿記の基本知識、取引の記録方法（仕訳）、試算表による月次
集計を学習し、模擬試験で合格に向けた対策を行います。

「ビジネス法務セミナー」報告
　平塚商工会議所　中小企
業相談所では、２月２日㈮
に㈱ワールド・ヒューマ
ン・リソーシス　取締役副
社長　主席研究員　平本正
則氏を講師としてお招き
し、「あらゆるリスクが溢
れる時代に…自分を守る・会社を守る！をメインテーマに、
～ビジネスに役立つ！！～『ビジネス法務セミナー』」を開
催しました。
　当日は、あらゆるビジネスシーンで必要不可欠な法律
知識について、日常のシーンごとに陥りやすいトラブル
を事例として挙げ、それに基づき会社としての対応のポ
イント等について分かり易く解説・説明して頂きました。
　受講された方からは、「実際に商売を行っている上で発
生するトラブルやリスクについて理解でき、今後に活かし
ていきたい」、「ビジネス実務法検定試験に興味を持った」
等の感想を頂きました。
　今後とも、当所ではビジネスに役立つセミナーを開催
していきますので、皆様のご参加をお待ちしております。
平塚商工会議所　経営支援課　☎ ０４６３－２２―２５１１

大切な未来への第一歩をバックアップ

新入社員教育講座のご案内
■日　　時　平成30年４月４日㈬

午前９時30分～午後４時30分

■会　　場　平塚商工会議所　３階　大ホール

■受　講　料　会員事業所　　１名　3,000円
非会員事業所　１名　6,000円
（税込、テキスト代・昼食代含む）

■定　　員　60名（定員になり次第締め切ります）

■講　　師　“人材育成の”湘南話し方センター
所長　松永 洋忠氏

■申込期間　平成30年２月22日㈭～３月23日㈮

■主　　催　平塚商工会議所　中小企業相談所

■問合せ先　平塚商工会議所　経営支援課
平塚市松風町２－１０
TEL ０４６３-２２-２５１１
FAX ０４６３-２４-００７９

■申　込　み　同封のチラシにてお申込みください。

日　時：平成30年3月14日水
13：30～ 15：30

会　場：平塚商工会議所　３階　大ホール
平塚市松風町２－10

講　師：経済ジャーナリスト
荻原 　博子氏

定　員：100名
受講料：無料
内　容： ●老後にいくらかかるのか

●今ある資産の守り方
●正しい人生設計とは？
●医療と介護の10年後
●年金は、いくらもらえるのか？

主　催：平塚商工会議所
文化情報サービス部会・金融保険業部会

豊かな老後を迎えるために豊かな老後を迎えるために
～今から知っておきたいこと～

文化情報サービス部会・金融保険業部会 合同講演会

受講料無料!!

【問合せ先】平塚商工会議所　経営支援課
電話 0463－22－2511　FAX 0463－24－0079

【申　込　み】同封のチラシにてお申込みください。
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平塚商工会議所会員増強実施中！平塚商工会議所会員増強実施中！
お知り合いの企業で、まだ商工会議所の会員
でない方を、ご紹介下さい。
平塚商工会議所 業務課  ＴＥＬ 0463－22－2510

既にご送付させていただいております、振込依頼書にて当
所指定金融口座（振込用紙裏面に記載）へ、お振込いただ
きますようお願い致します。
なお、ご不明な点につきましては、お手数ですが下記まで
お問い合わせ下さい。

平成29年度

平塚商工会議所年会費及び
特定商工業者負担金納入のお願い

●問合せ先●
平塚商工会議所 業務課  TEL ０４６３－２２－２５１０

貴社の広告チラシを会報誌「平塚商工だより」に同封
し、会員・特定商工業者の事業所 約3,500件にお届
けするサービスです。
製品・商品のＰＲ、イベント告知等ビジネスチャンス
拡大のための情報発信のツールとしてご活用下さい。

●発送事業所
会員・特定商工事業者の事業所　約3,500件
●利用料金（1回）
Ａ４・Ｂ５判サイズ：32,400円

（30,000円＋消費税）
Ａ３・Ｂ４判サイズ：54,000円

（50,000円＋消費税）
（但しＡ３・Ｂ４判サイズは２つ折りにして下さい。）

【お問合せ】 
平塚商工会議所 総務課
TEL ０４６３－２２－２５１０

平塚商工会議所 会員限定
「チラシ同封サービス」をご活用下さい

検索平塚商工会議所　貸会議室

貸会議室のご案内
平塚商工会議所では、10名～ 300名まで収容ができる各会議室の貸し出し
を行っております。少人数の会議から、セミナー・研修、展示会といったよ
うに幅広い用途で使用できますので、是非この機会にご利用くださいますよ
うお願い申し上げます。

■平日の昼間、1時間当たりの料金 スクリーン・プロジェクター等の備品貸出しを行っています。お気軽にご相談下さい。

担当は、平塚商工会議所 総務課  ℡０４６３－２２－２５１０

区 分
会　員 ￥3,780

￥5,400
￥970

￥1,390一　般

大ホール 第四会議室 第一会議室・和室 第二・第三会議室 特別会議室

￥820
￥1,180

￥1,510
￥2,160

￥2,110
￥3,020

セミナー、各種研修会場に 面接、説明会会場に展示会場・講演会場に 趣味、サークル等の集いに

第二会議室 第三会議室３Ｆ大ホール 和 室第四会議室



ホームページ https://www.hira-kyosai.org/
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女

性

会

だ

よ

り

新
年
会
を
開
催

青

年

部

だ

よ

り

エ
コ
キ
ャ
ッ
プ
情
報

  

新
入
会
員
の
ご
紹
介

新
入
会
員
募
集
中

　

１
月
12
日　

ホ
テ
ル
サ
ン
ラ
イ
フ

ガ
ー
デ
ン
に
て
５
名
の
来
賓
に
ご
同

席
い
た
だ
き
、
会
員
39
名
の
出
席
で

恒
例
の
新
年
会
を
開
催
致
し
ま
し

た
。

　

佐
藤
会
長
、
常
盤
会
頭
の
挨
拶
に
続

き
、
昨
年
の
全
国
大
会
で
表
彰
を
受
け

ら
れ
た
会
員
の
方
々
が
改
め
て
紹
介
さ

れ
ま
し
た
。
鳥
海
副
会
頭
に
よ
る
乾
杯

後
の
懇
親
会
で
は
、
各
委
員
会
に
よ
る

趣
向
を
凝
ら
し
た
出
し
物
が
発
表
さ

れ
、
出
席
者
が
全
員
参
加
す
る
ス
テ
ー

ジ
も
あ
り
会
場
内
は
大
い
に
盛
り
上
が

り
ま
し
た
。
ま
た
、
お
い
し
い
お
料
理

に
会
員
相
互
の
会
話
も
は
ず
み
、
た
の

し
い
ひ
と
と
き
に
な
り
ま
し
た
。

　

そ
の
後
、
新
入
会
員
の
紹
介
と
素
敵

な
お
花
の
当
た
る
抽
選
会
も
あ
り
、
新

年
に
ふ
さ
わ
し
い
会
と
な
り
ま
し
た
。

総
務
委
員
会

現
在
収
集
量
１
・
７
５
ト
ン

協
力
あ
り
が
と
う
ご
ざ
い
ま
し
た
。

●
江
南
清
掃　

有
限
会
社　

　
　

清
田　

ま
り
様

●
株
式
会
社　

葦

　
　

芦
川　

範
江
様

　

女
性
会
で
は
、
一
緒
に
活
動
す
る

メ
ン
バ
ー
を
募
集
し
て
い
ま
す
。
会

員
相
互
の
親
睦
、
女
性
経
営
者
の
向

上
と
商
工
会
の
振
興
、
社
会
福
祉
の

増
進
を
目
的
と
し
て
活
動
し
て
い
ま

す
。

皆
様
の
入
会
を
お
待
ち
し
て
お
り
ま

す
。

詳
細
は
当
会
の
ホ
ー
ム
ペ
ー
ジ
を
ご

覧
く
だ
さ
い
。

【
担
当
】
経
営
支
援
課
22―

２
５
１
１

　

去
る
平
成
29
年
12
月
９
日
、
第
28

回
小
学
生
駅
伝
競
走
大
会
が
Ｓ
ｈ

ｏ
ｎ
ａ
ｎ 

Ｂ
Ｍ
Ｗ 

ス
タ
ジ
ア
ム
平

塚
に
て
開
催
さ
れ
ま
し
た
。

　

小
学
生
４
年
生
以
上
の
男
子
56

チ
ー
ム
・
女
子
44
チ
ー
ム
が
出
場
、

個
人
競
技
も
含
め
て
約
７
４
０
名
の

選
手
が
参
加
し
ま
し
た
。
歯
を
食
い

し
ば
り
な
が
ら
持
て
る
力
を
出
し
切

り
、
襷
を
チ
ー
ム
の
仲
間
に
繋
ぐ
姿

は
、
我
ら
に
清
々
し
い
感
動
を
与
え
て

く
れ
ま
し
た
。

　

子
ど
も
達
の
体
力
の
向
上
は
、「
生

き
る
力
」
を
身
に
付
け
、
豊
か
な
人
間

性
を
育
む
こ
と
に
も
繋
が
り
ま
す
。
延

い
て
は
、
地
域
社
会
の
健
全
な
活
性
化

に
も
影
響
を
与
え
る
こ
と
に
な
り
ま

す
。

　

そ
こ
で
当
青
年
部
は
、
今
後
も
「
体

力
の
向
上
」
は
無
論
の
こ
と
、「
チ
ー

ム
ワ
ー
ク
力
」「
挑
戦
す
る
心
」
を
養

う
場
と
し
て
、
本
大
会
を
継
続
し
て
開

催
す
る
意
義
が
あ
る
と
考
え
て
お
り
ま

す
。
本
大
会
に
多
大
な
る
ご
支
援
を
賜

り
ま
し
た
協
賛
企
業
様
、
そ
し
て
運
営

に
ご
協
力
を
賜
り
ま
し
た
皆
様
へ
、
心

を
よ
り
感
謝
と
御
礼
を
申
し
上
げ
ま
す
。

地
域
創
造
委
員
会 

石
井
大
祐

　

去
る
１
月
29
日
㈪
、
１
月
定
例
会
が

２
部
構
成
に
て
開
催
さ
れ
ま
し
た
。

第
１
部
と
し
て
、
青
年
部
発
足
か
ら
今

年
で
30
年
に
な
る
歴
史
を
振
り
返
り
今

ま
で
の
活
動
を
諸
先
輩
方
か
ら
お
聞
き

す
る
パ
ネ
ル
デ
ィ
ス
カ
ッ
シ
ョ
ン
を
行

い
ま
し
た
。
平
成
31
年
度
に
は
30
周
年

を
迎
え
る
に
あ
た
り
今
後
次
世
代
へ
つ

な
げ
て
い
か
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
バ
ト

ン
を
み
ん
な
で
創
り
上
げ
る
意
識
が
持

て
た
と
感
じ
て
お
り
ま
す
。

　

ま
た
、
第
２
部
で
は
よ
り
多
く

の
現
役
・
Ｏ
Ｂ
・
Ｏ
Ｇ
と
の
交
流
を

目
的
と
し
た
、
交
流
会
が
開
催
さ

れ
ま
し
た
。

　

初
め
て
お
会
い
す
る
先
輩
方
や

新
入
会
員
な
ど
様
々
な
方
々
と
交

流
が
持
て
た
と
思
い
ま
す
。
部
会

別
に
テ
ー
ブ
ル
を
分
け
た
こ
と
に

よ
り
今
後
様
々
な
形
で
交
流
で
き

る
と
考
え
て
お
り
ま
す
。Ｙ
Ｅ
Ｇ
は

仲
間
で
あ
り
そ
し
て
互
い
に
仕
事

や
人
生
で
の
パ
ー
ト
ナ
ー
に
も
な

れ
る
団
体
で
す
。
良
き
歴
史
を
引

き
継
ぎ
さ
ら
に
新
し
い
歴
史
を
こ

れ
か
ら
も
築
い
て
い
く
と
思
い
ま

す
。未

来
活
性
委
員
会 

竹
永　

竜
弥

12
月
定
例
会

Ｙ
Ｅ
Ｇ
ベ
ル
マ
ー
レ
カ
ッ
プ
２
０
１
７

第
28
回
小
学
生

駅
伝
競
走
大
会
を
開
催

青

年

部

だ

よ

り

１
月
定
例
会

『
平
塚
商
工
会
議
所
青
年
部
賀

詞
交
歓
会　
創
り
上
げ
た
30
年

こ
れ
か
ら
創
る
未
来
』を
開
催
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第45回

平塚市緑化まつり
第45回

日時
４月28日㈯・29日㈰㈷

９：００～１７：００
場所

平塚市総合公園
（平塚市大原1－1）

実施主体
第45回平塚市緑化まつり実行委員会
【問合せ先】平塚市みどり公園・水辺課
電話：0463－21－9852（直通）

育てよう 緑を守る 心の芽

平塚市緑化まつり
平成30年４月１日から

障害者の法定雇用率が
引き上げになります

対象
従業員45.5人以上の事業主

法定雇用率
2.0％➡2.2％に引き上げ
■雇用率未達成の場合
常用労働者100人超の企業は、不
足する障害者１人当たり月額５万
円が徴収されます。
貴社の障害者雇用のお手伝いをさ
せていただきます。
ぜひお気軽にご相談ください。

平塚市障がい者自立支援協議会
就労支援部会 事務局

障がい者就業・生活支援センター
サンシティ

Tel：０４６３‐３７‐１６２２
E-mai：sinwasec@green.ocn.ne.jp

中小企業主・小規模事業者の皆さまへ

平塚労働基準監督署　電話：0463-43-8615

サブロク協定を
ご存知ですか？

時間外労働を行うには、
サブロク（36）協定が必要です。

■労働基準法では、労働時間は原則、１日８時間・
１週40時間以内とされています。これを「法定労
働時間」と言います。
■「法定労働時間」を超えて、従業員に時間外労働
（残業）をさせる場合には、
●労働基準法第36条に基づく労使協定（36協定）
の締結、
●労働基準監督署への届出

　が必要です。
■36協定においては、「時間外労働を行う業務の種
類」や、「１か月や１年当たりの時間外労働の上限」
を決めなければなりません。

時間外労働を行う場合には、予め、使用者と従業
員の代表の方が36協定を締結し、その協定を労
働基準監督署へ届け出ることが必要です。

手話講習会を開催してみませんか？手話講習会を開催してみませんか？
事業者の皆様が従業員を対象に開催する手話講習会について、講師の派遣に係る費用を負担しています。
ぜひ積極的にご活用ください！

ポイント ❶　　県が講師を派遣！
神奈川県が委託している神奈川県聴覚障害者連盟から講師を派遣し
ます。

ポイント ❷　　県が講師費用を負担！
手話講習会の開催に要する講師謝金は神奈川県が負担します。

ポイント ❸　　ホームページで企業名をPR！
希望により、手話講習会を開催した事業者（企業）名を県のホーム
ページでＰＲします。

【問合せ先】　神奈川県保健福祉局福祉部地域福祉課
電話：045－210－4804　FAX：045－210－8859
電子メール：shuwa@pref.kanagawa.jp

■神奈川県手話言語の普及推進のホームページ：http://www.pref.kanagawa.jp/cnt/f537527/
上記ホームページより手話講習会のページ内に申し込み様式等を掲載していますので、ダウンロードしてご利用ください。

■手話講習会を開催する事業者へのお願い
●会場の確保
●従業員など参加対象者への周知、参加促進
　（従業員以外の方も参加可能です）
●参加者のとりまとめ

〈参加者の声〉
ろう者の方とのコミュニ
ケーションの方法を学ぶ
ことができました！
(コンビニ・マネージャー)

まずはお気軽にご相談、お問い合わせください！



平塚商工会議所　中小企業相談所

●契約上の留意点・取引上のトラブル ●事業に係る法的な相談  等

●事業計画書の作成方法について ●開業資金の借入方法について
●各種創業支援策について  等

●帳簿のつけ方や申告の方法 ●事業に係る相続の問題
●株式会社等を設立するには?  等

●事業資金に関する相談  等

●新製品やアイデアの特許をとるには？  等
●新たな販路開拓について  等
●事業プランを見てもらいたい　　●資金の運用面や企業の体質を改善するには？
●人事・労務管理等のアドバイスが欲しい  等
●生産管理や製造・技術等について

ご相談（★）は予約制となっておりますので、事前に下記までお申込み下さい。なお、相談料については無料です！ 
平塚商工会議所 経営支援課　TEL.0463－２２－２５１１／ FAX.0463－２４－００７９　※相談時間枠を超える相談及び業務を直接依頼される場合は別途費用が掛かります。

相談内容（例）相談日相談事項
★３月５日㈪・19日㈪　★４月２日㈪・16日㈪　 ※相談時間30分法 律 相 談

創 業 相 談

税 務 相 談

金 融 相 談

特 許 相 談

経営・労務相談
製造・技術相談

★３月１日㈭・８日㈭・15日㈭・22日㈭・29日㈭ 
※相談時間30分★４月５日㈭・12日㈭・19日㈭・26日㈭ 

★３月７日㈬　★４月４日㈬ ※相談時間30分
巡回あっせん相談 ★３月20日㈫　★４月18日㈬ ※相談時間30分

★随時開催 ※相談時間30分程度

★随時開催 ※相談時間30分程度

★３月１日㈭・15日㈭・29日㈭
★４月５日㈭・19日㈭ ※相談時間１時間30分

★３月９日㈮　★４月13日㈮ ※相談時間30分

３月３月 専門家による定期相談のお知らせ４月４月

ご利用方法

３３月 平塚商工会議所カレンダー

●確定申告事務指導会　　　●神奈川県商工会議所女性会連合会理事会・講演会
●県下14商工会議所連携ビジネス交流会　　　●平塚逸品研究会

●第7回ひらつな祭　　　●第40回平塚市展（3/11～ 25　平塚市美術館）
●湘南ベルマーレ VS 名古屋グランパス（Shonan BMW スタジアム平塚)

●消費税申告事務指導会　　●関東商工会議所女性会連合会講演会
●平塚商工会議所文化情報サービス部会・金融保険業部会合同講演会
●消費税申告事務指導会　　●平塚商工会議所女性会役員会　　●平塚市観光協会理事会
●平塚商工会議所青年部役員会　　●第127回日本商工会議所通常会員総会　　　
●消費税申告事務指導会
●平塚商工会議所食料品部会視察研修会

●確定申告事務指導会
●神奈川県商工会議所連合会中小企業相談所長会議

●確定申告事務指導会

●確定申告事務指導会
●湘南ひらつかテクノフェア実行委員会

●平塚商工会議所女性会チャリティコンサート（ホテル サン・ライフガーデンチャペル）

●YBCルヴァンカップ 湘南ベルマーレ VS サガン鳥栖（Shonan BMW スタジアム平塚)　

●第23回ザ・商談！し・ご・と発掘市

●関東商工会議所連合会運営研究会

●平塚商工会議所３月定例常議員会

●第68回湘南ひらつか七夕まつり織り姫セレクション

●平塚商工会議所青年部３月定例会「卒業式」　
●湘南地域異業種グループ連絡会視察会・交流会

●平塚商工会議所通常議員総会
●第15回飛騨高山まつり（3/22～ 26　ひらつか市民プラザ）

●平塚商工会議所工業部会主催「春休み工場見学会」

●神奈川県商工会議所連合会定時総会

●平塚商工会議所運輸観光部会視察研修会
●湘南ひらつか名産品認定式

●平塚市産業活性化会議

●平塚逸品研究会
●湘南平塚コミュニティ放送「感謝パーティ」

●第68回湘南ひらつか七夕まつり織り姫セレクション表彰式

●平塚商工会議所主催「新入社員教育講座」
●YBCルヴァンカップ 湘南ベルマーレ VS ヴィッセル神戸（Shonan BMW スタジアム平塚)

●湘南ベルマーレ VS 鹿島アントラーズ（Shonan BMW スタジアム平塚)

●一店逸品運動講演会

●第19回渋田川桜まつり

●平成30年度「汚染賦課量賦課金申告納付合同説明会・相談会」

●湘南ベルマーレ VS サンフレッチェ広島（Shonan BMW スタジアム平塚)

●平塚商工会議所女性会総会

●湘南ひらつかふれあいマーケット（平果地方卸売市場）

●湘南ベルマーレ VS ガンバ大阪（Shonan BMW スタジアム平塚)

●第45回平塚市緑化まつり（4/28.29　平塚市総合公園）

平塚商工会議所カレンダー４４月

●ひらつか市民スポーツフェスティバル（平塚市総合公園）
●湘南ひらつかふれあいマーケット（平果地方卸売市場）
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